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売払人大町町（以下「甲」という。）と買受人（以下「乙」という。）とは、次の条項により大町町有財産の売買契約を締結する。

（信義誠実の義務）
第1条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（売買物件）
第2条　売買物件は、末尾記載のとおりとする。

（売買代金）
第3条　売買代金は金　　　　　　　　　　円とする。

（入札保証金）
第4条　入札保証金　　　　　　　　円は売買代金に充当する。

（代金の支払）
第5条　乙は、第3条に定める売買代金から、前条に定める入札保証金を控除した金　　　　　　　　　　円を契約締結と同時に、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。

（所有権の移転及び登記申請）
第6条　売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了したときに乙に移転するものとする。
2　 乙は、前項により売買物件の所有権が移転した後３０日以内に、所有権の移転登記を申請するものとする。この場合の登録免許税は乙の負担とする。

（売買物件の引渡し）
第7条　甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転した時をもって、現状有姿のまま売買物件を乙に引渡したものとする。

（危険負担等）
第8条　乙は、この契約締結の時から売買物件の所有権移転の時までにおいて、当該物件がその責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができるものとし、当該物件の所有権移転の時から引渡しの時までにおいて当該物件が甲の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2　 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他かくれた瑕疵のあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

（契約の解除）
第9条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。

（損害賠償）
第10条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。


（費用の負担）
第11条　次に掲げる費用は、乙の負担とする。
（1）　この契約の締結に要する費用。
（2）　所有権移転登記に要する費用。

（疑義の決定）
第12条　この契約に定めのない事項又は、疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（裁判管轄）
第13条　この契約に関する起訴は、佐賀地方裁判所に提訴するものとする。


この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。


　　　　年　　月　　日


（甲）売払人　　住所　　　杵島郡大町町大字大町５０１７番地

氏名　　　大町町
㊞
代表者名　　　大町町長



（乙）買受人　　住所

氏名
㊞
法人名
代表者名


○売買物件
・土地
	所在地
	地目
	地積（㎡）
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	


・建物
	所在地
	種類
	構造
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